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                                                  （財）財務会計基準機構会員 
 

平成25年５月10日 
各  位 

 
 
 
 
 
 

第三者割当による新株式の発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ）） 
及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 
当社は、平成 25 年５月 10 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行（以下「本件

第三者割当増資」といいます。）を行うことについて決議いたしました。また、これに伴い、当社の主要株主で

ある筆頭株主に異動が生じる見込みです。以上につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 募集の概要 

（１）払 込 期 日  平成25 年５月27日
（２）発 行 新 株 式 数  普通株式 26,467,000株
（３）発 行 価 額  １株当たり 34円

（４）発 行 価 額 の 総 額  
899,878,000円
内 549,984,000 円は、現物出資（デット・エクイティ・スワッ
プ。）の払込方法によるものになります。 

（５）調 達 資 金 の 総 額  349,894,000円（差引手取概算額341,894,000円） 
（６）募 集 又 は 割 当 方 法  第三者割当の方法によります。

（７）割当予定先及び割当予定株式数 

株式会社レンブラントホテルホールディングス 
小巻公平 
株式会社マースエンジニアリング 
株式会社西田コーポレーション 
草山清和 
アシードホールディングス株式会社 
本荘倉庫株式会社 
江川淳一郎 
高倉 茂 

16,176,000株
2,941,000株
1,470,000株
1,470,000株
1,470,000株

882,000株
882,000株
882,000株
294,000株

（８）出資財産の内容及び価額  

（金銭払込）
349,894,000 円 
（現物出資） 
株式会社レンブラントホテルホールディングスに対して、平成
20 年１月 18 日付手形貸付に基づく当社が負う金銭債務
1,048,235,646 円（本書提出日における元本残高）のうち、
549,984,000円 

（９）そ の 他  上記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の提
出にかかる届出の効力発生を条件とします。 

※当社は、本件第三者割当増資に関し、会社法第124 条第４項に基づき、平成25年６月下旬開催予定の当
社定時株主総会において本件第三者割当増資に係る新株式について議決権を付与することを、平成 25 年
５月 10 日開催の取締役会で決議しております。詳細は、本日別途開示しております「基準日後株主の議
決権付与に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 
２．募集の目的及び理由 
今回の資金調達の目的は、「５月末に予想される資金ショートの回避」、「継続企業の前提に関する事項の注記

のできるだけ早期の解消」及び「自己資本の回復による与信の確保」の３点です。いずれも、極めて緊急性の
高い事項であります。 
当社グループは平成 25 年３月期第２四半期末において、325 百万円の売掛金が回収不能となりました。そ
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れ以来、毎月の支払資金の確保を、固定資産の売却と、親密取引先からの短期借入、取引先への支払の繰延等
に依存する、厳しい繰り回しとなりました。 
固定資産の売却につきましては、売却代金のほとんどは金融機関への弁済に回ることから、資金確保のため

の根本的な解決策とはなりませんでした。また、売却額が簿価を下回ることが多く、その損失により自己資本
の減少をもたらすことで債務超過懸念が生じてくることから、与信の低下による事業への悪影響を避けるため、
平成25年１月以降は売却を断念いたしました。 
親密取引先からの短期借入と、取引先への支払の繰延につきましては、平成24年11月頃から断続的にご協

力をお願いして参りましたが、すでに無担保による短期借入が本書提出日現在1,693百万円となり、支払の繰
延要請も一部の取引先様には複数回に及ぶなど、これ以上のご協力を頂戴することが困難な状況に陥っており
ます。 
また、当社グループは平成 25 年３月期第３四半期末より、重要な損失と資金繰りの懸念を主たる要因とし

て、継続企業の前提に関する事項の注記を記載する結果となりました。注記の記載が営業活動に及ぼすマイナ
ス面は、当社グループの事業の核であるホテルのオペレーション受託を失うことにつながりかねません。さら
に当社グループの自己資本（純資産）は平成25年３月期末決算において65百万円という、極めて低い水準と
なったことで、債務超過懸念が営業活動に及ぼすマイナスも考慮せざるを得ない状況に陥りました。早急に与
信の確保を図り現状の営業水準を維持する必要が生じております。 
現状の営業水準が維持できれば、当社グループの平成 25 年８月以降の営業キャッシュ・フローにつきまし

ては、平成24 年11 月９ 日にお知らせいたしました『東日本大震災復興支援第２号ファンド始動に関するお
知らせ』に記載の通り、「バリュー・ザ・ホテル三本木」「バリュー・ザ・ホテル矢本」の開業による1,000室
分の売上増加が貢献してくるため、改善し安定する予定であります。即ち、平成 25 年７月までの資金の確保
と与信の維持が深刻な問題となっております。 
また、与信の低下は財務面に及ぼすマイナスも考慮せざるを得ないと予想されます。平成 25 年３月期末の

当社グループにおける金融機関からの借入額は合計で7,187百万円となっております。これらはそのほとんど
が、不動産を担保とする借入ですが、その評価と当社の財務状況やキャッシュ・フローの状況などを総合的に
判断頂きながら、６ヶ月毎に弁済期限を変更してきております。不動産賃貸事業の安定した継続という観点か
らも、早急な与信の維持が重要な課題であり、そのための早急な自己資本の回復が必要となっております。 
当社グループといたしましても、この問題の解決のために、平成25年４月23日にお知らせいたしました『業

績予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ』に記載の通り、役員報酬のカット、従業員の賃金調整、
子会社の整理や不採算事業の整理など、コスト圧縮に努めましたが、なおまだ資金不足は解消せず、自己資本
を回復させる効果はありません。 
当社グループは、この資金確保と自己資本の回復を図るために、多様な資金調達手法の検討を進め、まずは

金融機関からの借入調達により解決することを企図いたしましたものの、不動産事業による借入が各金融機関
の当社グループの与信枠を圧迫している現状において、これを断念せざるを得ませんでした。また、株主割当
増資又は公募増資による資金調達も、当社が必要とするだけの資金を早急かつ確実に確保できる見込みが低い
ものと判断せざるを得ませんでした。かような時間的制約や資金調達の確実性の観点から、新株発行による第
三者割当増資が最良の資金調達手段であると判断し、平成25年５月10日の当社取締役会において第三者割当
増資の方法による新株式の発行を決議いたしました。 

 
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

払込金額の総額(円) 349,894,000円

発行諸費用の概算額(円) 8,000,000円

差引手取概算額(円) 341,894,000円

※ １．本新株式発行による調達のうち、549,984,000円は、株式会社レンブラントホテルホールディングス
に対して、当社が負う金銭債務の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるものであり、新株
式発行日に払い込まれる予定の金銭は349,894,000円となります。 

 ２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 
３．発行諸費用の概算額には、コンサルティング費用（株式会社ＬＣパートナーズ）（弁護士外注費用含
む）４百万円、割当予定先調査費用１百万円、増資上場発行料等２百万円、印刷費用１百万円を見込ん
でおります。 
４．金銭以外の財産の現物出資の目的とする財産の内容は、株式会社レンブラントホテルホールディング
スに対して、当社が負う下記の金銭債務1,048,235,646円（本書提出日における元本残高）のうち、
549,984,000円です。 

契約名   ：手形貸付 
債務発生日 ：平成20年１月18日 
弁済期日  ：平成27年３月31日 
債務額   ：1,048,235,646円 
金 利   ：年利1.5％ 

     本書による当社普通株式に係る募集の現物出資の対象となる債権は、当社が平成20年1月18日に契約
した貸付金債権の元本（以下「本件貸付金債権」といいます。）であります。当社が借入れを行った
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1,720,000,000円については、全額をホテル開発用地の購入に使用いたしました。取得時は、当社が開
発後に大手不動産ファンドに売却する計画でしたが、リーマン・ショック後の経済環境の悪化により、
当初開発計画を中止しました。その後当社は、当初借入の弁済期日である平成22年１月８日においても
当初開発計画の事業化の目途が立たなかったため、当初金融機関と調整のうえ、平成22年４月30日、ま
たその後平成25年４月30日と弁済期日の延長を行いながら新たな売却先を模索しましたが４年間以上
見つけられず自社開発を断念するに至り、有利子負債圧縮のために用地売却を行い、それまでの約定弁
済分と合わせて671,764,354円を弁済したため、本書提出日における元本残高は1,048,235,646円となっ
ております。（当該用地売却の概要は、平成24年10月17日に『固定資産の譲渡及びそれに伴う特別損失
の発生に関するお知らせ』として開示しております通り、当該用地は北海道札幌市中央区南二条西五丁
目26番５、33番４に所在する土地であり、譲渡の相手先は大和ハウス工業株式会社、譲渡価格は600百
万円であり、当該用地売却により当社は1,131百万円の特別損失を計上しております。） 
当該用地の売却により本債務に供する担保が無くなり、当初金融機関からの借入れであった本債務は

平成25年3月21日付で債権回収業者に譲渡され、この時に当該債権回収業者との間で弁済期日を平成27
年３月31日とすることに合意しました。更に平成25年4月17日には、本債務は株式会社レンブラントホ
テルホールディングスに譲渡され、また当社は本契約の他にも、株式会社レンブラントホテルホールデ
ィングスから合計450,000,000円（約定弁済期日はいずれも平成25年６月28日となっております。）を借
り入れており、合計1,498,235,646円の金銭債務を負っていることから早急な弁済計画の検討の必要性
が生じました。そこで当社は、かかる合計1,498,235,646円の金銭債務の弁済方法として、金銭による
弁済を５年間で500,000,000円とし、549,984,000円を現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によ
って弁済に代え、残余の448,251,646円を５年間の弁済状況を評価いただいた上で、改めて弁済計画を
策定するという弁済計画を立て、株式会社レンブラントホテルホールディングスの了承を書面にて得る
予定です。ました。なお、この弁済計画の合意により、当社にとっては、当初は本年６月に4.5億円、
また平成27年３月31日に約10.5億円の債務の金銭による弁済が必要であったところ、金銭による弁済に
ついては今後５年間で５億円となります。 
なお、現物出資の対象となる財産については、会社法の規定により原則として検査役の検査（会社法

第207条第１項）又は弁護士、公認会計士もしくは税理士等による調査（同条第９項第４号）が義務付
けられておりますが、現物出資の対象となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合につい
ては、会計帳簿によりその実在性が確認できるとともに、帳簿残高の範囲内であれば資本充実に支障が
ないことから、検査役検査又は専門家による調査の必要がないこととされています（同条項第５号）。
ただし、同号が適用される金銭債権については、弁済期が到来しているものに限られます。現物出資の
対象とする549,984,000円につきましては、現物出資の給付日において弁済期が到来しておりませんが、
給付日をもって当社が期限の利益を放棄することにより、同条号を適用する予定です。 

 
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

 具体的な使途 想定金額 支出予定時期
① ５月資金不足額 約103百万円 平成25年５月
② ６月資金不足額 約169百万円 平成25年６月
③ ７月資金不足額 約70百万円 平成25年７月
※ １．調達資金を実際に支出するまでは、当社の銀行口座にて管理いたします。 

２．新株式発行による調達のうち、549,984,000円は、株式会社レンブラントホテルホールディングスに
対して、当社が負う金銭債務を現物出資するものであるため、新たに発生する手取額はありません。 

３．手取金の使途の詳細は、以下のとおりであります。    
①に係る５月支払資金の総額は729百万円です。その主な内訳は、設備資金55百万円、運転資金

609百万円、借入金返済46百万円、関係会社に対する融資18百万円です。 
設備資金の主たる内訳は、５月に開業した震災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・

ホテルに係るテレビ、冷蔵庫、ランドリー、カーテンなどの備品です。運転資金の主たる内訳は、震
災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・ホテルを含む運営ホテルの賃料及び人件費です。
なお、賃料についてはバリュー・ザ・ホテル名取（宮城県名取市）の４、５月分の未払賃料と６月分
の前払賃料を含みます。借入金返済は金融機関への約定弁済です。関係会社に対する融資は、運転資
金の補充です。 
５月の営業収入は499百万円の予定で、４月末の流動性現金残高が127百万円ございましたので、

支払い余力は626百万円です。この結果、不足額は単月で103百万円となります。 
   ②に係る６月支払資金の総額は644百万円です。その主な内訳は、設備資金80百万円、運転資金

439百万円、借入金返済125百万円です。 
   設備資金の主たる内訳は、５月に開業した震災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・

ホテルに係る寝具類と、７月に開業する震災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・ホテ
ルに係る家具、厨房機器、カーテンなどの備品と、これらに係る運送費です。運転資金の主たる内訳
は、震災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・ホテルの賃料及び人件費です。借入金返
済は短期借入の返済と金融機関への約定弁済です。 
６月の営業収入は、475百万円の予定ですので、不足額は単月で169百万円となります。 

   ③に係る７月支払資金の総額は649百万円です。その主な内訳は、設備資金47百万円、運転資金
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578百万円、借入金返済24百万円です。 
   設備資金の主たる内訳は、７月に開業する震災復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・

ホテルに係るテレビ、冷蔵庫、ランドリー、寝具類などの備品です。運転資金の主たる内訳は、震災
復興事業従事者向けのホテルであるバリュー・ザ・ホテルを含む運営ホテルの賃料及び人件費です。
借入金返済は金融機関への約定弁済です。 
７月の営業収入は、579百万円の予定ですので、不足額は単月で70百万円となります。 

 
４．資金使途の合理性に関する考え方 

上記２及び３（２）において記載しているとおり、当社は、本件第三者割当増資により調達する資金の全
てを、不足する運転資金に充当することを予定しております。当社グループの存続に関わる重要な資金の調
達が同時に資本充実をもたらし、デット・エクイティ・スワップによる資本増加と合わせ、迅速な与信の回
復につながり、それ以降の円滑な営業活動の基盤をなします。このことにより、当社グループの企業価値、
株式価値は維持され、株主利益の確保をもたらすものと考えており、当該資金使途には合理性があるものと
判断しております。 

 
５．発行条件等の合理性 
（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容    

新株式の発行価額については、本件第三者割当増資による新株発行に係る取締役会（以下「本件取締役
会」といいます。）決議日前３ヶ月終値平均を参考に、34円と決定しました。 
新株式の発行価額は、本件取締役会の決議日の直前営業日の終値47円に対して27.7％のディスカウン

ト、本件取締役会決議日の直前営業日までの１ヶ月間（平成25年４月10日から平成25年５月９日まで）
の終値の平均値42円に対して19.0％のディスカウント、本件取締役会決議日の直前営業日までの３ヶ月
間（平成25年２月12日から平成25年５月９日まで）の終値の平均値33円に対して3.0％のプレミアム、
及び本件取締役会決議日の直前営業日までの６ヶ月間（平成 24 年 11 月 12 日から平成 25 年５月９日ま
で）の終値の平均値30円に対して13.3％のプレミアムであります。 
 発行価額につきましては、上記２に記載のとおり、現在、当社にとって５月末の資金ショートを回避す
るための資金を速やかに調達することが急務であるため、当社の既存株主の利益保護を図りつつも、割当
予定先に払込みに応じていただき、早期かつ確実に資本増強を図ることを優先課題として、上記割当予定
先と十分に協議を行いました。その過程で、当社は、当社株式の過去６ヶ月間の終値が21円から47円ま
で変動するなど上下の変動幅が大きいことから、特定の一時点を基準とするより、一定期間の平均株価と
いう平準化された価格を採用する方が、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除できると判断いたし
ました。 
 本件取締役会決議日の前営業日までの終値及び売買高の推移並びに株価変動性等を勘案すると、平成
25 年４月以降の株価上昇は相場の一時的な変動要因の影響によるものであり、必ずしも当社の厳しい経
営実態が反映されているとは考え難い状況にあります。そのため、継続企業の前提に関する注記が新たに
付き、当社のより厳しい経営実態が明らかになった平成 25 年３月期第３四半期連結決算を発表した日以
降の株価を発行価額の算定の対象とすることが発行価額の算定根拠として客観性が高く合理的であると
考えられます。一方、当社株式の株価は20円から50円程度の極めて低い水準で推移しており、証券取引
所における呼び値が１円単位であり、且つこの株価水準での制限値幅が当社株価とほぼ同水準の上下 30
円であるため、取引高が急激に増加すると株価の変動率が非常に大きなものとなるところ、近時、株価の
変動率の大きさに着目して短期的な売却益を得る目的で当社株式への投資が頻繁に行われていることが
推測され、過去１ヶ月は特にその傾向が顕著であり当社株式の適切な水準を反映しているとはいえるか疑
義があることが窺われます。すなわち、平成 24 年 10 月の当社株式の１日平均出来高（注１）について、
平成24年10月の東京証券取引所第二部全体の１日平均出来高を基準として比較した場合、平成25年４
月の当社株式の１日平均出来高の市場出来高乖離率（注２）は123％となり、株式市場全体が活況を呈し
出来高が増加した要因を取り除いたとしても、株式市場の出来高変化水準に比べて当社株式は約2.2倍の
出来高があるという特殊な状況となっております。同様に同年３月の当社株式出来高の市場出来高乖離率
は236％と依然として非常に特殊な出来高であることを示しているものの、同年２月の当社株式出来高の
市場出来高乖離率が 36％となり、同年２月頃まで遡ってようやく当社株式の出来高が株式市場全体と同
等に近い変化状況を示していることから、少なくとも同年２月以降の株価を発行価額の算定根拠として含
めることが当社株式の特殊要因を取り除く上では有用と考えられます。これらに鑑み、決議日前３ヶ月終
値平均を参考に発行価額を決定することといたしました。 
 
（注）１．本件取締役会の決議日の直前営業日が平成 25 年５月９日であることから、月単位の株式平
均出来高を表示する場合、株式会社東京証券取引所において取引された対象株式、もしくは対象市場全
体の当月10日から翌月９日までの１日平均出来高を記すこととし、例えば「平成24年10月の当社株
式の１日平均出来高」というときは、株式会社東京証券取引所において取引された当社株式の平成 24
年10月10日から平成24年11月９日までの１日平均出来高を意味します。 
（注）２．平成24年10月の東京証券取引所第二部全体の１日平均出来高とある月の東京証券取引所第
二部全体の１日平均出来高の変化率を１とした場合の、平成24年10月の当社株式の１日平均出来高と
当該月の当社株式の１日平均出来高の変化率の割合を意味し、乖離率が０であれば当社株式の平成 24
年 10 月と当該月の出来高の変化が、東京証券取引所第二部の同期間の出来高の変化率と同じであるこ
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とを表します。 
 
その上で、当社が前期まで４期連続の当期純損失を計上していること、当社は平成25年４月23日付『業

績予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ』によって業績予想の下方修正を公表していること、
平成 25 年３月期においても純損失を計上したこと等、当社の経営の現状を勘案するとともに、割当予定
先が中長期に保有することのリスクも考慮いたしました。また、平成 25 年３月期連結決算における１株
当たり純資産は 0.41 円であり発行価額は平成 25 年３月期連結決算における１株当たり純資産の 83 倍と
なります。以上のことから、発行価額は特に有利な価額に該当しないものと判断しております。 
なお、当該判断に対して、当社監査役全員が、①当社の事業環境及び財務状況が良好とは言えない中で、

確実かつ速やかに資金調達を行う必要性が高いため、発行価額について一定のディスカウントをすること
はやむを得ないこと、②本件取締役会決議日までの当社株式の終値の変動幅が大きく、また平成 25 年３
月期第３四半期連結決算を発表した日（業績予想の下方修正をした日）以降の株価を発行価額の算定の対
象とすることが発行価額の算定根拠として客観性が高く合理的であること及び③上記発行価額は上記日
本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の原則には準拠しなくともただし書きには許容
される範囲に従い決定されたものであると判断されることから、当社の直近の状況が反映されていると考
えられることに鑑みて、有利発行に該当しない旨の意見を表明しております。 

 
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本件第三者割当増資による新株式の発行数量（募集株式の総数）は 26,467,000 株であり、本件第三者
割当増資前の当社の発行済株式105,728,413株の25.0％、総議決権数でも25.0％に相当します。そのため、
本件第三者割当増資による新株式の発行により、当社株式に一定程度の希釈化が生じることになります。 

   当社グループにとりましては、「５月末に予想される資金ショートの回避」、「継続企業の前提に関す
る事項の注記のできるだけ早期の解消」及び「自己資本の回復による与信の確保」は、緊急かつ重要な課
題であり、そのために必要な資金の調達と資本の充実は、当社の存続と発展のために必要不可欠な手段で
あると判断しております。上記２に記載のとおり、金融機関からの借入調達により解決することを企図い
たしましたものの、不動産事業による借入れが各金融機関の当社グループの与信枠を圧迫している現状に
おいて、これを断念せざるを得ませんでした。また、株主割当増資又は公募増資による資金調達も、当社
が必要とするだけの資金を早急かつ確実に確保できる見込みが低いものと判断せざるを得ませんでした。
かような時間的制約や資金調達の確実性の観点から、新株発行による第三者割当増資が最良の資金調達手
段であると判断せざるを得ず、「５月末に予想される資金ショートの回避」、「継続企業の前提に関する
事項の注記のできるだけ早期の解消」及び「自己資本の回復による与信の確保」のための資金調達は、第
三者割当増資の方法に頼らざるをえません。この資金調達により新店開業期に集中する資金需要を満たし、
新店開業後に増加すると見込まれる営業収入の増加により健全な営業収支が改善いたします。具体的には、
平成25年４月までの当社グループの運営ホテル室数合計は2,145室ですが、５月開業の「バリュー・ザ・
ホテル三本木」（宮城県大崎市）の545室の増加により25.4％の室数増となります。また、７月開業の「バ
リュー・ザ・ホテル矢本」（宮城県東松島市）の455室の増加により、対４月末比で46.6％の室数増とな
ります。この２店舗の新規開業時固有の支出は７月までであり、８月からは２店舗の営業収入の増加によ
る、営業成績の向上と資金の増加が見込まれます。このことにより、当社の株式価値が増大し、株主様に
は株式の希薄化を上回る利益還元が図れると判断いたしております。 

   また、上記３（２）に記載のとおり、当社は、本件第三者割当増資による払込金を設備資金、運転資金、
借入金返済、関係会社に対する融資のために総額 342 百万円用いることを予定しております。そのため、
本件第三者割当増資によって調達する資金の総額は、資金調達の目的及び理由に照らしても不要な資金の
調達を企図したものではございません。 

   以上より、本件第三者割当増資における新株式の発行数量及び本件第三者割当増資による当社株式の希
薄化の規模は、合理的であると判断しております。 

  
６．割当予定先の選定理由等 
（１）割当予定先の概要   

① 商 号 株式会社レンブラントホテルホールディングス 

② 本 店 所 在 地 神奈川県厚木市岡田3050番地 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 中谷和浩 

④ 事 業 内 容 その他の投資業 

⑤ 資 本 金 30百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成23年11月21日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 600株 

⑧ 決 算 期 ３月 

⑨ 従 業 員 数 0名 
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⑩ 主 要 取 引 先 該当事項はありません。 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 横浜銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 株式会社イノベーション
株式会社ジャパンニューアルファ 

51%
49%

⑬ 
当 社 と の 関 係 

 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき資本関係はありません。

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
当社は、当該会社に対し、1,498 百万円の債
務を負っております。 

関連当事者への
該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しま
せん。また、当該会社の関係者及び関係会社
は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ U R L 該当事項はありません。 

⑮ 最近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 
純 資 産 － － 31

総 資 産 － － 64
１株当たり純資産 ( 円 ) － － 51,804
売 上 高 － － 2
営 業 利 益 － － 1
経 常 利 益 － － 1
当 期 純 利 益 － － 1
１株当たり当期純利益(円) － － 1,804
１株当たり配当金 ( 円 ) － － 0

※ 資本金の額、発行済株式総数、従業員数、大株主及び持株比率、当社との関係、過去３年間の財政状態
及び経営成績は、平成24年３月31日現在におけるものであります。 

 
① 氏 名 小巻公平 

② 住 所 神奈川県平塚市 

③ 職 業 の 内 容 株式会社レンブラントホテルホールディングス 代表取締役会長

④ 当 社 と の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該 当 状 況

該当事項はありません。 

 
① 商 号 株式会社マースエンジニアリング（東証１部 証券コード：6419）

② 本 店 所 在 地 東京都新宿区新宿一丁目10番７号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松波明宏 

④ 事 業 内 容 各種電子機器の設計・試作並びに製造販売 

⑤ 資 本 金 79億34百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和49年９月13日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 22,720,000株 

⑧ 決 算 期 ３月 

⑨ 従 業 員 数 474名（平成24年3月31日現在） 

⑩ 主 要 取 引 先 三井住友ファイナンス＆リース㈱、三菱UFJリース㈱ 
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⑪ 主 要 取 引 銀 行 東京都民銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 

株式会社イー・エムプランニング
株式会社マースエンジニアリング 
松波 廣和 
松波 香代子 
松波 明宏 
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京都民銀行口 再
信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 
古宮 重雄 
五味 輝雄 
永井 美香 
大矢 俊寿 
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 

24.84%
16.15%
2.99%
2.99%
2.99%

2.92%
2.16%
1.98%
1.90%
1.71%
1.54%

⑬ 当 社 と の 関 係 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき資本関係はありません。 

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき人的関係はありません。 

取 引 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事者への
該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ
ん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、
当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ U R L http://www.mars-eng.co.jp/ 

⑮ 最近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 
純 資 産 38,397 39,617 42,046

総 資 産 57,450 56,828 58,031

１株当たり純資産 (円 ) 2,081.57 2,147.72 2,207.21

売 上 高 29,319 26,700 29,808

営 業 利 益 7,341  5,570 5,234

経 常 利 益 7,475 5,695 5,290

当 期 純 利 益 4,511 2,152 2,780

１株当たり当期純利益(円) 244.57 116.65 147.91

１株当たり配当金 (円 ) 65.00 60.00 55.00
※ 資本金の額、発行済株式総数、従業員数、大株主及び持株比率、当社との関係、過去３年間の財政状態
及び経営成績は、平成24年３月31日現在におけるものであります。 

 
① 商 号 株式会社西田コーポレーション 

② 本 店 所 在 地 神奈川県厚木市中町三丁目13番７号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 西田光孝 

④ 事 業 内 容 不動産業 他 

⑤ 資 本 金 10百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和52年1月24日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 200株 

⑧ 決 算 期 12月 

⑨ 従 業 員 数 77名 

⑩ 主 要 取 引 先 一般顧客 
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⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、横浜銀行、静岡銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 西田 光孝
西田 雅子 

53%
47% 

⑬ 当 社 と の 関 係 
 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき資本関係はありません。

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき取引関係はありません。

関連当事者への該
当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しま
せん。また、当該会社の関係者及び関係会社
は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ U R L http://www.nishida-cp.co.jp/ 

⑮ 最近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期 
純 資 産 286 304 339

総 資 産 1,398 1,438 1,506

１株当たり純資産 ( 円 ) 1,430,000円 1,520,000円 1,695,000円

売 上 高 995 972 1,028

営 業 利 益 36 41 44

経 常 利 益 33 44 49

当 期 純 利 益 18 18 35

１株当たり当期純利益(円) 90,000円 90,000円 175,000円

１株当たり配当金 ( 円 ) － － － 
※ 資本金の額、発行済株式総数、従業員数、大株主及び持株比率、当社との関係、過去３年間の財政状態
及び経営成績は、平成24年３月31日現在におけるものであります。 

 
① 氏 名 草山清和 

② 住 所 神奈川県秦野市 

③ 職 業 の 内 容 宗教法人出雲大社相模分祠 代表者 

④ 当 社 と の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該 当 状 況

該当事項はありません。 

 
② 商 号 アシードホールディングス株式会社（東証２部 証券コード：9959）

② 本 店 所 在 地 広島県福山市船町７番23号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 河本大輔 

④ 事 業 内 容 飲料小売・飲料製造 他 

⑤ 資 本 金 ７億98百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和47年11月20日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 6,747,624株 

⑧ 決 算 期 ３月 

⑨ 従 業 員 数 609名（グループ全体） 
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⑩ 主 要 取 引 先 アシード株式会社、北関東ペプシコーラ販売株式会社、アシードブ
リュー株式会社 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 広島銀行、中国銀行、山陰合同銀行、三井住友銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 

サンコモト有限会社 
河本隆雄 
宝積良忠 
寺地 實 
アシード・インベストメント・クラブ 
アシードグループ社員持株会 
株式会社広島銀行 
河本充生 
河本大輔 
アシードホールディングス株式会社 

34.10％
17.59％
4.37％
3.29％
2.92％
2.87％
2.82％
2.72％
2.71％
2.21％

⑬ 当 社 と の 関 係 
 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき資本関係はありません。 

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき人的関係はありません。 

取 引 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関
係はありません。また、当社の関係者及び関係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に
は、特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事者への該
当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ
ん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、
当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ U R L http://www.aseed-hd.co.jp/ 

⑮ 最近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 
純 資 産 3,507 3,577 4,057
総 資 産 13,376 13,855 16,452
１株当たり純資産 ( 円 ) 552.10 564.05 614.79
売 上 高 29,005 29,090 33,969
営 業 利 益 448 430 576
経 常 利 益 435 392 565
当 期 純 利 益 221 228 369
１株当たり当期純利益(円) 34.48 35.83 55.63
１株当たり配当金 ( 円 ) 16.00 16.00 16.00

※ 資本金の額、発行済株式総数、従業員数、大株主及び持株比率、当社との関係、過去３年間の財政状態
及び経営成績は、平成24年３月31日現在におけるものであります。 

 
③ 商 号 本荘倉庫株式会社 

② 本 店 所 在 地 東京都東大和市立野二丁目２番地の16 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 石田政昭 

④ 事 業 内 容 倉庫業 他 

⑤ 資 本 金 99百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和60年12月２日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1,260株 

⑧ 決 算 期 3月 
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⑨ 従 業 員 数 18名 

⑩ 主 要 取 引 先 トーメンエレクトロニクス、ニトリ 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三井住友銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 本荘良一 95.2%

⑬ 
当 社 と の 関 係 

 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき資本関係はありません。

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的
関係はありません。また、当社の関係者及び
関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
当社は、当該会社に対し、75百万円の債務を
負っております。 

関連当事者への
該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しま
せん。また、当該会社の関係者及び関係会社
は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ U R L http://www.honjosk.co.jp/ 

⑮ 最近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 
純 資 産 2,142 2,181 2,202
総 資 産 7,762 7,584 7,963
１株当たり純資産 ( 円 ) 1,700,185 1,731,657 1,748,044
売 上 高 1,923 2,296 1,638
営 業 利 益 382 221 444
経 常 利 益 137 111 343
当 期 純 利 益 3 39 20
１株当たり当期純利益(円) 2,967 31,472 16,386
１株当たり配当金 ( 円 ) － － － 

※ 資本金の額、発行済株式総数、従業員数、大株主及び持株比率、当社との関係、過去３年間の財政状態及び
経営成績は、平成24年３月31日現在におけるものであります。 
 

① 氏 名 江川淳一郎 

② 住 所 東京都文京区 

③ 職 業 の 内 容 有限会社矢の根 代表取締役 

④ 当 社 と の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該 当 状 況

該当事項はありません。 

 
④ 氏 名 高倉茂 

⑤ 住 所 東京都杉並区 

⑥ 職 業 の 内 容 当社社員及び子会社役員 

④ 当 社 と の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係
当社執行役員ホテル事業本部長 
株式会社フィーノホテルズ取締役 
株式会社バリュー・ザ・ホテル専務取締役 

取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該 当 状 況

当社の関係会社の役員であるため、該当いたし
ます。 
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（２）割当予定先を選定した理由 
当社は平成23年９月28日にお知らせいたしました『東日本大震災復興支援第１号プロジェクト始動に関

するお知らせ』及び、平成24 年11月９日にお知らせいたしました『東日本大震災復興支援第２号ファン
ド始動に関するお知らせ』の通り、東日本大震災復興従事者のためのバリュー・ザ・ホテル事業に、当社
が従来用いていた不動産ファンドとは異なるストラクチャー（対象不動産の売却価値よりも宿泊事業から
得られるキャッシュ・フローを原資に、投資家への利払いと償還資金を賄います。）の構築により、開発
の迅速化を図ってまいりました。これらのストラクチャーの組成に、アセット・マネージャーとして関わ
ってきたのが、株式会社ＬＣパートナーズ（東京都港区元赤坂一丁目１番16号、代表者：小山努、以下「Ｌ
ＣＰ社」）です。 
ＬＣＰ社は、当社が震災復興従事者のための宿泊施設事業（以下「震災復興支援事業」）の重要性にい

ち早く気づき、不動産開発オーナーを探し始めた平成23年５月頃から、この事業の社会的な意義に賛同し、
当社の震災復興支援事業の実現に多くの協力を頂戴した会社です。また現在においても、東日本大震災復
興支援第１号プロジェクトにより開業した、「バリュー・ザ・ホテル名取」に係るＳＰＣのアセット・マ
ネージャーを務めており、当社の資金状況が苦しくなり始めた平成24年11月頃から、当社の資金調達や支
払いの繰延の相談や調整をして頂いておりました。 
ＬＣＰ社は、株式会社ロジコム（JASDAQ 証券コード：8938）の子会社であり、ロジコムグループに

おける新規事業の一環として、不動産関連投資や企業のＭ＆Ａを含めた投資事業のストラクチャー組成や、
ファイナンスを手掛けてきており、主要メンバーは、大手アセット・マネジメント会社、国内金融機関、
大手不動産会社の第一線で活躍したメンバーであり、資金力の確かな顧客を有しております。本件第三者
割当増資（本書による当社普通株式に係る募集をいいます。以下同じです。）の割当予定先の選定にあた
りましては、平成25年４月にＬＣＰ社を資金調達のアドバイザーとしました。当社グループに資金支援す
るためには、震災復興支援事業の意義と当社の経営の現状と将来の方向性に対して、深い理解が不可欠で
あると判断したためです。 
以上の事情を背景とし、割当予定先候補者の紹介はＬＣＰ社から受け、その上で「震災復興支援事業の

継続とその意義に理解を持つこと」、「当社のホテルオペレーションの能力に理解を持つこと」、「当社
グループの存続に関わる重要な資金の調達が、同時に資本充実による与信の回復につながり、それ以降の
円滑なホテルオペレーションによる営業活動の基盤となることをご理解いただけること」、「当社の自主
的な再生を支持して頂ける純投資の投資家であること」という観点から、割当予定先の選定を進めました。
かかる条件の下での選定を行った上で、本件第三者割当増資を計画した際に、各割当予定先候補者に対し
て概要を説明し、それに対して協力を申し出て頂いた方の全員を割当予定先として決定いたしました。 
株式会社レンブラントホテルホールディングス（以下「ＲＨＨ社」といいます。）を割当先として選定

した理由は、以下のとおりです。前述のとおり、当社グループは平成25年３月期第２四半期末以降厳しい
資金繰りを余儀なくされており、当社は、主に運転資金に充当することを目的として、ＲＨＨ社から平成
25年３月19日に１億円、同年４月５日に２億円と同月26日に１億５千万円の、合計４億５千万円の借入を
行いました。なお、これらの借入はいずれも約定弁済期日は平成25年６月28日となっております。またこ
れらの借入によって調達した資金は震災復興事業従事者向けの「バリュー・ザ・ホテル名取」の昨年10～
３月分の賃料約１億２千万円（未払賃料含む。）、「バリュー・ザ・ホテル広野」（福島県双葉郡広野町）
及び「バリュー・ザ・ホテル三本木」の３、４月支払分の賃料約７千万円、設備資金約６千万円、人件費
等の運転資金不足分（３、４月分）約７千万円等として費消（これらの資金使途は第上記３（２）に記載
の資金使途との重複はございません。）され、この結果４月末の流動性残高が約１億３千万円となりまし
た。ＲＨＨ社からの借入を行うに至った経緯は、当社は保有する不動産には全て金融機関の担保が付いて
いることから、資金調達に際して一般的な不動産を担保とした融資を採ることはできず、当社のホテル事
業のキャッシュ・フローを返済原資とする方法が借入の唯一の方法であることから、金融機関では無く同
業他社等、ホテル事業のキャッシュ・フローが理解できる借入先を模索していたところ、ホテル事業の立
て直しや資金繰り支援など何らかの取り組みの可能性があるとのことで本年２月にＬＣＰ社の紹介によ
り、現在、子会社を通じてレンブラントブランドの５つのホテルを運営し、ホテル事業の拡大意欲が旺盛
で資金力があると見られ、ホテル運営子会社の持株会社的存在であるＲＨＨ社と接触できる機会を得、Ｒ
ＨＨ社に当社のホテル事業を精査いただき、長期的にはそのキャッシュ・フローを原資とした返済を見込
むことができると判断頂いたことから、借入を行うことができたというものです。この借入は平成25年６
月28日を約定弁済期日としておりますが、ＲＨＨ社との取引はこの借入が初めてであったため、約定弁済
期日が短期で設定されることは致し方の無いことであること、それよりも当面の資金繰りを確保すること
が喫緊の課題であったことから、平成25年６月28日に一括弁済できる確実な目途があった訳ではありませ
んが、この条件にて借入を行いました。また、ＲＨＨ社は金融機関から債権回収業者へ本年３月21日に譲
渡された、本件貸付金債権に係る平成27年３月31日を弁済期日とする残債権を、当該債権回収業者より本
年４月17日に取得しております。ＲＨＨ社がかかる残債権を取得した理由は必ずしも明確ではありません
が、同社は、自社以外の大口無担保債権者が存在することは、実行済みの当社への貸付の回収にあたり障
害になると考え、残債権を取得したものと推測されます。なお、金融機関から債権回収業者、また債権回
収業者からＲＨＨ社への、それぞれの債権譲渡価格については、当社では当事者から開示を受けていない
ため把握しておりません。本年３月及び４月の合計4.5億円の貸付に加えてこの残債権の取得により、ＲＨ
Ｈ社は当社に対して本書提出日現在、合計で約15億円の金銭債権を有するに至っております。そうしたと
ころ、ＲＨＨ社は、当社の事業を精査する中で平成27年３月31日に現金で約10.5億円の返済を行うことは
できないと判断したため、同年４月中旬頃に当社はその弁済計画の再提出をＲＨＨ社から求められ、当社
としての弁済計画を早急に検討する必要に迫られました。しかし、当社の他の金融機関からの借入につい
ては不動産を担保としているため、担保不動産の売却により返済が見込めるものの、ＲＨＨ社からの借入
については担保が無く、当社のキャッシュ・フローから弁済を行うしか方法がありませんでした。ところ
が、上述のとおり、当社のキャッシュ・フローは大変厳しい状況にあり、平成25年４月23日に『業績予想
の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ』としてお知らせいたしましたとおり、役員報酬のカット、
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従業員の賃金調整、子会社の整理や不採算事業の整理など、コスト圧縮に務めたとしても、今後５年間で
最大５億円程度の返済しか見込むことができず、キャッシュ・フローからの返済だけでは債権者であるＲ
ＨＨ社が受け入れ可能な弁済計画を策定する目途が立ちませんでした。そこで、当社よりデット・エクイ
ティ・スワップによる債務の株式化と、キャッシュ・フローからの返済を組み合わせた弁済計画を同年４
月中旬に提案することとしました。具体的には、当社がＲＨＨ社に対して負う合計約15億円の債務につい
て、本年６月28日に弁済期限を迎える4.5億円も含めて一体的に捉えて、今後５年間で５億円の返済を行う
とともに、約5.5億円についてはデット・エクイティ・スワップによって債務を株式化し、その残余となる
約4.5億円については５年間の弁済状況を評価頂き、改めて弁済計画（金利を除く）を策定するという内容
です。当社のこの提案に対しＲＨＨ社は検討の結果、当社の震災復興支援事業の継続とその意義に理解を
持ち、また当社のホテルオペレーション能力に理解を持っていただき、この弁済計画を高く評価していた
だくとともに応諾頂いたことから、割当予定先として選定いたしました。なお、今後５年間の５億円の返
済に係る詳細な約定弁済や金利等の条件及び残余の約4.5億円に係る金利等の条件については、本件第三者
割当増資の払込日に締結する旨の書面を本年５月14日に締結する予定です。この弁済計画の合意により当
社は、必要とされていた本年６月28日の4.5億円及び平成27年３月31日の約10.5億円の債務に係る金銭に
よる弁済が今後５年間で５億円となります。特に本年６月に弁済期限を迎える4.5億円の債務については、
本件第三者割当増資による手取金をもってしても返済は厳しい状況で、資金繰り上の困難な問題に直面す
ることが予想されたところ、それが解決いたします。債務の株式化については、元本返済や利払いの大き
な減少や軽減を実現することができる上、自己資本比率の改善による与信の維持により営業活動にも良い
影響が期待できます。このように、これまで目途の立っていなかった約15億円の債務に係る弁済計画は当
社経営の安定化に大きく寄与するもので、計画の合意形成がなされた今の時宜を逃さず平成27年３月31日
まである期限の利益を放棄し、既存株主には希釈化により大きなご負担をお掛けすることとなるものの債
務の株式化を実行することが、当社の経営再建には不可欠であると判断いたします。また、現物出資の目
的となる債権の譲渡価格は開示されておりませんが、RHH社の取得価格が仮に額面を下回ったとしても、
当社は当該債務の額面全額を債務者として返済する必要があり、さらにRHH社が債権回収業者から取得し
た本件貸付債権とは別に当社に対し合計4.5億円の貸付けをしており、現在の弁済期が平成25年６月である
当該貸付債権を含めた上記の新たな弁済計画に合意いただく予定であること、新たな弁済計画の成立によ
る上記当社の営業活動にもたらす好影響を勘案すれば、有利発行の可能性を含め特定の株主に利益を図っ
た事実は全く無いと判断いたしております。 
ＬＣＰ社の紹介を受けて選定いたしました割当予定先は、小巻公平氏、株式会社マースエンジニアリン

グ、株式会社西田コーポレーション、草山清和氏、アシードホールディングス株式会社、本荘倉庫株式会
社、江川淳一郎氏及び高倉茂氏の８名です。 
前述のとおり、当社は、主に運転資金に充当することを目的として、ＲＨＨ社から平成25年３月に１億

円、同年４月に3.5億円の借入を行いました。ＲＨＨ社の代表取締役会長である小巻公平氏は実務に直接関
与する立場ではないため、借入の交渉の際には、お会いし本件第三者割当増資について話をする機会はあ
りませんでしたが、借入が成就した後、当社からＬＣＰ社に依頼し、その紹介によりＲＨＨ社の代表取締
役会長である小巻公平氏と知り合う機会を得、事業会社の創業者として会社経営の経験が豊富である同氏
から当社の経営について助言をいただく機会があり、そのような中から、震災復興支援事業の継続とその
意義に理解をお持ちいただき、また当社のホテルオペレーションの能力に理解を持って頂けたこと、更に
遊技事業を営む株式会社ジャパンニューアルファの創業者として得てきた給与所得等から十分な資力を有
していることが確認できたことから、割当予定先としてふさわしいと判断いたしました。 
株式会社マースエンジニアリング及びアシードホールディングス株式会社は、ＬＣＰ社、もしくはＬＣ

Ｐ社の親密先との間で取引関係にあることから関係者間での信頼感が醸成されており、また上場会社とし
て社会貢献活動に注力されており、ＬＣＰ社からの紹介を受け当社が確認したところ東日本大震災からの
早期の復興の一助となる当社の震災復興支援事業についての社会的意義の高さに理解を示し、またそのた
めの当社の資金需要にも理解を示し、更に純投資として株式を中長期で保有するとの方針を示したことか
ら、割当予定先としてふさわしいと判断いたしました。 
株式会社西田コーポレーション及び草山清和氏、江川淳一郎氏は、従前よりＬＣＰ社、もしくはＬＣＰ

社の親密先との間でそれぞれご自身の、もしくは草山氏と江川氏については、ご自身の関与する法人や、
ご自身の親族も含めてご自身が代表して、投資運用の手段を模索していたところ、ＬＣＰ社から紹介を受
け、本件第三者割当増資による当社の自主的な再生を支持して頂ける純投資の投資家であることが確認で
きたこと、また当社の手掛ける震災復興支援事業は、本件第三者割当増資の資金によって、上記３（２）
の表に記載の資金不足額を調達できれば、その後はバリュー・ザ・ホテル事業は、多額かつ長期間に渡る
と推測される復興事業においてそれに従事する方々の宿泊施設が大きく不足している現状がある中で、そ
の宿泊施設として、比較的低コストかつ短期間でホテルを建築する手法を採用していることから、他の投
資案件と比較して非常に有望かつ社会的意義のある事業であるという評価をいただき、積極的な投資意欲
をお示し頂いたことから、割当予定先としてふさわしいと判断いたしました。なお、草山氏と江川氏につ
いては、割当先として決定した後、払込みに要する資金等の状況の確認において借入によって資金を調達
していることが判明致しました。そのため、当社が両氏それぞれに、借入の理由や投資の意思を確認した
ところ、草山氏については法人による運用制限を理由として、また江川氏については親族から運用を依頼
されていたものの最終的な判断者がご自身であることを理由として、借入金を原資として払い込むとのこ
とであり、投資の意思自体に変わりはなかったことから、割当先の見直しは行いませんでした。 
当社は株式会社ロジコムの代表取締役である本荘良一氏が95.2％の株式を保有する本荘倉庫株式会社か

ら運転資金などに充当する目的で昨年11月に借入を行い、本書提出日現在、75百万円の借入を行っており、
その返済方法について交渉、調整をしている中で、本荘倉庫株式会社は従前より東日本大震災復興支援第
２号ファンドへの投資も検討するなど、当社の震災復興支援事業に深い理解を有していたことから、ＬＣ
Ｐ社からの案内により、本件第三者割当増資によって当社の現在の一時的な資金的課題を解決さえできれ
ば、当社の業績が大きく改善されるであろうとの判断をお持ちいただくまでになり、当社の資金需要に理
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解を示し、また株式を中長期で保有するとの方針を示したことから、割当予定先としてふさわしいと判断
いたしました。 
高倉茂氏は、ＲＨＨ社の取締役を務めておりましたが、ＬＣＰ社が当社のホテル事業の立て直しのため

に、ＲＨＨ社の取締役の退任、及び当社への入社を勧誘したところ、同氏も当社のバリュー・ザ・ホテル
事業の社会的意義の高さや、ホテル事業の立て直しの任にあたることができるというやりがいの大きさに
非常に魅力を感じて頂き、ＲＨＨ社の他の取締役からも理解を得られたことから、本年３月にＲＨＨ社の
取締役を退任し、当社に入社することとなりました。そのため同氏は現在、当社の従業員であり、当社の
中核事業であるホテル事業を担当している者です。当初は、情報管理の観点から、同氏に対しては本件第
三者割当増資に係る情報については社内的にも遮断措置が取られており、また当社の役職員から出資を求
める予定もありませんでしたが、入社の経緯もありＬＣＰ社が当社の経営再建に向けて、ホテル事業を担
当する同氏との間で当社の事業計画について検討を重ねる中で、ＬＣＰ社は、同氏が今後の当社の中核事
業であるホテル事業の業績を向上させていくために必要不可欠な人材であり、同氏が本件第三者割当増資
の割当予定先となることで、同氏の有するホテル運営に関する能力を最大限に発揮するモチベーションの
一つになるとの判断に至りました。当社は、そのような判断の下にＬＣＰ社から同氏について本件第三者
割当増資の割当予定先として紹介を受けたところ、同氏は当社のホテルオペレーションの能力を十分に把
握しているばかりでなく、当社グループの存続に関わる重要な資金の調達が、同時に資本充実による与信
の回復につながり、それ以降の円滑なホテルオペレーションによる営業活動の基盤となることを理解して
おり、またこれまでの給与所得等により十分な資力を有していること、さらに会社側が出資を強制するよ
うな事情もない中で本人が強い投資意欲を有していることが確認できたことから、割当予定先としてふさ
わしいと判断いたしました。 

 
（３）割当予定先の保有方針 

ＲＨＨ社は、当社がＲＨＨ社に対して負う金銭債務の返済方法の一環として債務の株式化を行うもので
すが、本件第三者割当増資に係る当社普通株式を払込期日から少なくとも２年間は保有する方針であり、
その後は、継続保有を基本としながらも、売却する場合には市場動向を勘案しながら売却することに加え、
運用に際しては市場への影響に常に留意する方針であること、また、当該新株式の市場価額が著しい下落
をした場合や、当社や割当予定先に当該新株式の売却をもってしか解決できない不測の問題が生ずるなど
により、２年以内に売却をする必要が生じた際にも、市場動向を勘案しながら売却することを趣旨とする
保有方針を代表取締役である小巻公平氏に口頭で確認済みであり、改めて書面でその旨を払込期日までに
誓約していただく予定です。 
ＲＨＨ社以外の割当予定先の全てから、原則として本件第三者割当増資に係る当社普通株式を払込期日

から少なくとも２年間は保有する方針であり、その後は、売却する場合には、市場動向を勘案しながら売
却することに加え、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であること、また、当該新株式の市
場価額が著しい下落をした場合や、当社や割当予定先に当該新株式の売却をもってしか解決できない不測
の問題が生ずるなどにより、２年以内に売却をする必要が生じた際にも、市場動向を勘案しながら売却す
ることを趣旨とする保有方針を口頭で確認済みです。 

なお、当社は、全ての割当予定先から、払込期日より２年以内に割当株式の全部又は一部を譲渡した
場合には、譲り受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等
を直ちに当社へ書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告するこ
と及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を払込期日までに取得す
る予定であります。 
  

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
全ての割当予定先（法人においてはその代表者）と、当社グループの取締役及びＬＣＰ社とが、払込資

金の調達方法や財務状況、資金調達力について十分なヒアリングを重ねた上で本件第三者割当増資の発行
額の払込みに要する資金を有していると判断し、また、確実に払込みをしていただく旨を口頭でご了解い
ただいております。なお、その上で各割当予定先につきまして、以下の方法により実際の財産の存在を確
認しております。 
金銭の払込を要さない株式会社レンブラントホテルホールディングスを除いた、全ての割当予定先から、

本人名義の預金通帳（定期預金を含みます。）の写しの交付を受け、本件第三者割当増資の払込みに見合
う資金を保有していることを確認しました。なお、割当予定先には、借入等の場合にはその証憑の提出が
同時に必要である旨を事前に伝えた上で、写しの交付を受けました。 
小巻公平氏については、払込みに要する資金に足る定期預金の証書の写しを受領し、本件第三者割当増

資の払込みに見合う資金を保有していることを確認しました。なお、小巻公平氏はＲＨＨ社の代表取締役
であるとともに、遊技事業を営む株式会社ジャパンニューアルファの創業者であり、それまでの給与所得
等により、本件第三者割当増資の払込みに見合う十分な資力を有していることを確認しております。 
株式会社マースエンジニアリングについては、払込みに要する資金に足る普通預金の通帳の写しを受領

し、併せて、平成24年３月期の有価証券報告書の連結財務諸表及び平成25年３月期第３四半期報告書の四
半期連結財務諸表の内容を検討し、本件第三者割当増資の払込みに見合う資金を保有していることを確認
しました。 
株式会社西田コーポレーションについては、払込みに要する資金に足る当座預金の通帳の写しを受領し、

併せて、過去３期分の決算書の提出を受け、その内容を検討し、本件第三者割当増資の払込みに見合う資
金を保有していることを確認しました。 
草山清和氏については、普通預金・定期預金の総合口座の通帳の写しを受領し、本件第三者割当増資の

払込みに見合う資金を保有していることを確認しました。なお、直前にまとまった資金移動がなされてい
たことから、資金の調達方法及び調達先の確認も行ったところ、宗教法人出雲大社相模分祠から金
35,000,000円の新規借入が直前に行われ、払い込みに要する資金に充当したとのことです。その団体の定
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期預金の証書と金銭消費貸借契約書の写しの交付を受け、資金移動額と一致したこと、２年以上の弁済期
限を有していることを確認しております。 
アシードホールディングス株式会社については、払込みに要する資金に足る普通預金通帳の写しを受領

し、併せて、平成24年３月期の有価証券報告書の連結財務諸表及び平成25年３月期第３四半期報告書の四
半期連結財務諸表の内容を検討し、本件第三者割当増資の払込みに見合う資金を保有していることを確認
しました。 
本荘倉庫株式会社については、払込みに要する資金に足る普通預金通帳の写しを受領し、併せて、過去

３期分の決算書の提出を受け、その内容を検討し、本件第三者割当増資の払込みに見合う資金を保有して
いることを確認しました。 
江川淳一郎氏については、払込みに要する資金に足る普通預金通帳の写しを受領し、本件第三者割当増

資の払込みに見合う資金を保有していることを確認しました。なお、直前にまとまった資金移動がなされ
ていたことから、資金の調達方法及び調達先の確認も行ったところ、金15,000,000円が江川氏の母君様か
らの借入であり、その入金が直前に行われたとのことです。金銭借用書の写しの交付を受け資金移動額と
一致したこと、２年以上の弁済期限を有していることの確認を行い、家族の資産背景の説明を受け、その
説明には合理性があると判断いたしました。 
高倉茂氏については、払込みに要する資金に足る定期預金通帳の写しを受領し、本件第三者割当増資の

払込みに見合う資金を保有していることを確認しました。 
 

（５）割当予定先の実態 
当社は全ての割当予定先について、過去の新聞記事等の検索、探偵業の資格を有する第三者調査機関で

ある株式会社ジャパンセーフティプロジェクト（本店：東京都東大和市清水二丁目809番地51 代表者：
坂田育子）への「特定人の行動及び素行に関する調査」「事実関係の確認並びに実態の把握に関する調査」
等の依頼に対する調査報告書の受領、及び本人や関係者へのヒアリング等の方法により、暴力もしくは威
力を用い、又は詐欺その他犯罪行為を行うことにより経済利益を享受しようとする個人、法人、その他の
団体（以下「特定団体等」といいます。）には該当しないことの確認を行っております。 
その調査範囲は、割当予定先に加え、割当予定先が個人の場合はその主たる関連法人も含み、法人の場

合はその親会社、主たる出資者、子会社及び役員等を含みます。また、割当予定先のうち、払い込みに要
する資金の一部を借入れた場合は、その借入先も含みます。ただし割当予定先のうち株式会社マースエン
ジニアリング及びアシードホールディングス株式会社については、株式会社東京証券取引所のホームペー
ジ掲載の「コーポレートガバナンス報告書」の記載内容に合理性があると判断し、割当予定先のみを調査
範囲としております。 
さらに、全ての割当予定先から特定団体等と何らの関係も有していない旨の確約書を受領しております。 
以上より、当社は、すべての割当予定先が反社会的勢力に該当せず、また、反社会的勢力との関係もな

いと判断いたしました。また、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 
 

７．募集後の大株主及び持株比率 
募集前（提出日現在）  募集後 

木下 雅勝 3.35% 株式会社ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12.24%
阿部 裕二 3.26% 木下 雅勝 2.68%
築ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 3.15% 阿部 裕二 2.61%
日本証券金融株式会社 2.87% 築ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 2.52%
須田 忠雄 2.84% 日本証券金融株式会社 2.29%
巻幡 俊 1.99% 須田 忠雄 2.27%
有限会社光陽 1.86% 小巻 公平 2.23%
清水 啓之 1.57% 巻幡 俊 1.59%
境  勝則 1.40% 有限会社光陽 1.49%
株式会社トーショウビルサービス 1.00% 清水 啓之 1.25%

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第三位を四捨五入しております。 
 

８．今後の見通し 
今回の資金調達で得た資金は、直面する運転資金不足の解消に費やすものであり、それをもって直ちに、

当社の業績が改善するものではございません。ただし、自己資本の回復による与信の確保が、当社グループ
事業の維持、発展を長期的に下支えし、当社グループの財務体質の向上が期待されるものと考えております。 

 
（企業行動規範上の手続に関する事項） 

本件第三者割当増資における新株式の発行数量は26,467,000株（議決権の総数26,467個）であり、現在の当
社発行済株式総数に基づく議決権の数（105,671個）に対する割合は25.0％となり、本件第三者割当増資にお
ける新株式の発行は大規模な第三者割当に該当いたします。 
当社は、本件第三者割当増資による新株式の発行に関して、その必要性及び相当性の判断を行うにあたり、

客観的な意見を得るため、当社経営陣から一定程度独立した者として、当社社外監査役でありかつ株式会社東
京証券取引所の定める独立役員である髙橋民雄に意見を求め、その意見書を入手しました。 
当社社外監査役髙橋民雄からは、「本件第三者割当増資による新株式発行により既存株式の希薄化が生じる

ものの、資金調達及び資本充実の必要性及び緊急性は極めて高く、本件第三者割当増資の資金使途も妥当であ
ると認められる。また、本件第三者割当増資の発行価額は、日本証券業協会の指針の原則には準拠しなくとも
ただし書きには許容される範囲であり、会社法に定められる「特に有利な金額」による第三者割当に該当しな
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い。当社の財務状況に照らして、借入や社債発行などのデット・ファイナンスによる資金調達は容易ではなく、
また、公募増資による資金調達も困難であることから、本件第三者割当増資による資金調達が最も有効かつ確
実であると認められる。さらに、本件第三者割当増資による資金調達の額は、独立当事者間で公正な交渉を経
て決定されていること、本件第三者割当増資による新株発行の発行価額、発行数量、その他の発行条件も相当
であることなどに鑑みれば、その条件の相当性も認められる。４月末までの支払い繰延や短期借入の累積によ
り当社の資金調達は厳しい状況に陥っており、仮に５月末の資金ショートが生ずると、取引先や取引金融機関
の与信の低下が決定的となり、営業活動に重大な支障を来たす懸念があり、定時株主総会の決議を得るまでの
時間的余裕が無い。新株発行のうちの一部である現物出資の目的となる債権は、割当予定先が自らの判断で取
得し、かつまた割当予定先自身の債権回収の安全性を高めるために取得したものであると推測される。この結
果、当該債権が別個の第三者に譲渡されることによる経営上のリスクが軽減された点、その債権の一部を債務
の株式化により資金流出することなく自己資本の増強を速やかに果たし、経営上の与信不安を早期に解決でき
る道筋が付いた点、無担保債権の返済や利払い負担の軽減化と返済の長期化が割当予定先のうちの現金出資者
の選定上の障害を取り除いた点は、当社に多大な利点をもたらしたと判断する。そしてその結果、本年５月末
の資金ショートが回避され、既存株主の株式価値の喪失という最悪の事態を回避できたことに多大な意義があ
り、これが当社の唯一の選択肢であったと判断する。また、本件第三者割当増資に係る現物出資により、返済
や利払い負担の大きな減少や軽減を実現することができるばかりでなく自己資本比率の改善により与信を維
持することで営業活動にも良い影響が期待できる。 
これらにより、本件第三者割当増資による新株発行の方法及び条件は、いずれも相当性があり、大規模な第

三者割当については既存株主への影響を考慮すると株主総会の承認を経たうえで行うのが望ましいとの考え
方がありうるものの、本件第三者割当増資において株主総会の決議を得ることなく進めることは、特にその緊
急性の観点から妥当であると判断する。」との意見を取得いたしました。 
当社取締役会は、上記意見書の内容を踏まえ、本件第三者割当増資による新株発行の方法及び条件は、いず

れも相当性があると判断いたしました。なお、当社取締役会は、本件第三者割当増資に当たり、当社定時株主
総会の決議を得て進めることについても真摯に検討いたしましたが、本年５月末にも予想される資金不足を回
避するためには本年６月に予定されている定時株主総会まで待つ時間的余裕がない一方、速やかに資金調達を
行い資金不足を解消することは当社の経営再建に不可欠であるのみならず、当社の企業価値ひいては株主価値
の向上に寄与するものと見込まれることから、株主総会の決議を得ることなく進めることは、特にその緊急性
の観点から妥当であると判断いたしました。 

 
 
９．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近３年間の業績（連結） 
決 算 期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 
売 上 高 5,156百万円 5,890百万円 4,879百万円

営 業 利 益 △165百万円 △254百万円 △646百万円

経 常 利 益 24百万円 △786百万円 △1,313百万円

当 期 純 利 益 △323百万円 △1,443百万円 △3,315百万円

１株当たり当期純利益（円） △3.94 △16.92 △31.55
１株当たり配当額（円） 0.00 0.00 0.00

１株当たり純資産（円） 49.07 32.67 0.41
 
（２）現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況（提出日現在） 

種  類 株 式 数 発行済株式総数に対する比率 
発 行 済 株 式 総 数 105,728,413株 100%
現時点の転換価額（行使価額）
に お け る 潜 在 株 式 数 3,183,000株 3.01%

下限値の転換価額（行使価額）
に お け る 潜 在 株 式 数 － 株 － %

上限値の転換価額（行使価額）
に お け る 潜 在 株 式 数 － 株 － %

 
（３）最近の株価の状況 

  ① 最近３年間の状況 
 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 
始 値 30円 35円 27円

高 値 64円 34円 37円

安 値 13円 19円 18円

終 値 23円 24円 31円
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  ② 最近６か月間の状況 
 平成24 年

11月 
平成24 年

12月 
平成25 年

１月 
平成25 年

２月 
平成25 年 

３月 
平成25 年

４月 
始 値 21円 22円 26円 33円 27円 30円
高 値 23円 27円 35円 37円 33円 61円
安 値 19円 21円 25円 24円 26円 28円
終 値 22円 25円 32円 27円 29円 39円
 

  ③ 発行決議日前営業日における株価 
 平成25 年５月９日現在

始 値 44円
高 値 48円
安 値 44円
終 値 47円
 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

  ① 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 
発 行 期 日 平成22年６月７日
発 行 新 株 予 約 権 数 28個 
調 達 資 金 の 額 280,000,000円

社債及び新株予約権の発行価額 社債１個：10,000,000円（額面100円につき金100円） 
新株予約権１個：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

当該発行による潜在株式数 8,750,000株
発 行 価 額 の 総 額 280,000,000 円
行 使 価 額 32 円
行 使 期 間 平成22年6月8日から平成24年6月7日まで 
予約権行使による資金調達額 280,000,000円

割 当 先 

三番国際有限公司
勝山博文 
张 伟平 
植村 為久 
程 诚 
任 婉芬 
倪 永强 

100,000,000円（10個） 
60,000,000円（６個） 
40,000,000円（４個） 
30,000,000円（３個） 
30,000,000円（３個） 
10,000,000円（１個） 
10,000,000円（１個） 

 
 
 
 
 
 

そ の 他 譲渡制限条項あり
現時点における転換状況 すべて転換済み
当 初 の 資 金 の 使 途 訪日観光客向け旅行業
当 初 の 支 出 予 定 時 期 平成22年６月～平成23年５月
現 在 の 資 金 の 充 当 状 況 全額を当初予定通りに充当済み
 

  ② 第三者割当による新株予約権の発行 
発 行 期 日 平成22年６月７日
発 行 新 株 予 約 権 数 28個 
調 達 資 金 の 額 222,320,000円
発 行 価 額 新株予約権１個：100,000円
当該発行による潜在株式数 6,860,000株
発 行 価 額 の 総 額 238,560,000 円
行 使 価 額 32円 
行 使 期 間 平成22年6月8日から平成24年6月7日まで 
予約権行使による資金調達額 112,560,000円

割 当 先 

三番国際有限公司
勝山博文 
张 伟平 
植村 為久 
程 诚 

10個
６個
６個
３個
３個

 
 
 
 

そ の 他 譲渡制限条項あり
現時点における行使状況 14個行使済
当 初 の 資 金 の 使 途 訪日観光客向け旅行業
当 初 の 支 出 予 定 時 期 平成22年９月～平成24年５月
現 在 の 資 金 の 充 当 状 況 行使済分の全額を当初予定通りに充当済み
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 ③ 第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 平成24年４月13日

調 達 資 金 の 額 差引手取概算額は④と合わせて501,917,000円 
（払込金額は99,992,000円） 

発 行 価 額 １株当たり29円
募 集 時 に お け る 
発 行 済 株 式 数 86,505,413株 

当 該 募 集 に よ る 
発 行 株 式 数 3,448,000株 

募 集 後 に お け る 
発 行 済 株 式 総 数 105,728,413株（④の発行と合わせて） 

割 当 先 阿部裕二               3,448,000株 

発 行 時 に お け る 
当 初 の 資 金 使 途 震災復興支援事業 

発 行 時 に お け る 
支 出 予 定 時 期 平成24年４月～10月 

現 時 点 に お け る 
充 当 状 況 全額を当該事業に支出済 

 
 ④ 第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 平成24年４月13日

調 達 資 金 の 額 差引手取概算額は③と合わせて501,917,000円 
（払込金額は425,925,000円） 

発 行 価 額 １株当たり27円
募 集 時 に お け る 
発 行 済 株 式 数 86,505,413株 

当 該 募 集 に よ る 
発 行 株 式 数 15,775,000株 

募 集 後 に お け る 
発 行 済 株 式 総 数 105,728,413株（③の発行と合わせて） 

割 当 先 

築キャピタル株式会社 
境勝則 
株式会社トーショウビルサービス 
三浦波夫 
木下雅勝 
小川久哉 
小川智美 
豊栄建設株式会社 
大河原毅 
大河原愛子 
杉コーポレーション有限会社 
柏崎慎悟 
坂野嘉彦 
澁谷憲三 
桐野敏博 
岩崎清治 
岩崎清隆 
勝島利美 
田村経一 
服部裕子 
小笠原康正 

3,333,000株 
1,481,000株 
1,481,000株 
1,000,000株 
1,000,000株 
1,000,000株 
1,000,000株 

600,000株 
600,000株 
600,000株 
555,000株 
500,000株 
500,000株 
370,000株 
370,000株 
300,000株 
300,000株 
300,000株 
185,000株 
150,000株 
150,000株 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 行 時 に お け る 
当 初 の 資 金 使 途 震災復興支援事業 

発 行 時 に お け る 
支 出 予 定 時 期 平成24年４月～10月 

現 時 点 に お け る 
充 当 状 況 全額を当該事業に支出済 
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10．発行要領 
発 行 新 株 式 数 普通株式26,467,000株
発 行 価 額 １株当たり34円

発 行 価 額 の 総 額 
899,878,000円
内 549,984,000 円は、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の
払込方法によるものになります。 

資 本 組 入 額 １株につき17円
募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。
申 込 期 日 平成25年５月27日
払 込 期 日 平成25年５月27日

割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 

株式会社レンブラントホテルホールディングス 
小巻公平 
株式会社マースエンジニアリング 
株式会社西田コーポレーション 
草山清和 
アシードホールディングス株式会社 
本荘倉庫株式会社 
江川淳一郎 
高倉 茂 

16,176,000株
2,941,000株
1,470,000株
1,470,000株
1,470,000株

882,000株
882,000株
882,000株
294,000株

そ の 他 本件第三者割当増資については、金融商品取引法による有価証券届出
書の提出にかかる届出の効力発生を条件としております。 

 
11．主要株主である筆頭株主の異動 
（１）異動に至った経緯 

本株式の割当予定先である株式会社レンブラントホテルホールディングスは、本件第三者割当増資に
より、新たに当社の主要株主である筆頭株主となる見込みであります。 

（２）新たに当社の主要株主である筆頭株主となるもの 
①当該株主の概要 
名称 株式会社レンブラントホテルホールディングス 
なお、所在地等の概要につきましては、上記６．（１）をご参照下さい。 

②当該株主の所有株式及び議決権数並びに総株主の議決権数に対する割合 
 議決権数

（所有株式数） 
総株主の議決権数に

対する割合 大株主順位 

異動前 
（平成24 年９月６日現在） 

―個 
（―株） ―％ ― 

異動後 
16,176個 

（16,176,000株） 
12.24％ 第１位 

（３）異動年月日 
平成25 年５月27 日（予定） 

（４）今後の見通し 
当該異動による当社業績への影響はありません。 

以 上 


